
県 政 経 営 会 議 資 料
令 和７ 年 ( 2 0 2 5 年 ) ８ 月 1 9 日
病 院 事 業 庁 経 営 管 理 課
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滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

令和８年４月から滋賀県立総合病院において短期入所事業を開始することに伴い、必要

な規定の整備を行うため、滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和 51 年滋賀県条例第

18 号）の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 滋賀県立総合病院の業務内容について、短期入所に関することを追加することとしま

す。（別表第１関係） 

(2) 短期入所に係る使用料を設定することとします。（別表第３関係） 

(3) その他 

ア この条例は、令和８年４月１日から施行することとします。 

イ その他必要な規定の整理を行うこととします。 
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議第 号 

 

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和７年 月 日 

                        滋賀県知事  三 日 月  大  造 

 

 

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和 51 年滋賀県条例第 18 号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１滋賀県立総合病院の項業務内容の欄に次の１号を加える。 

(11) 短期入所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）第５条第８項に規定する短期入所をいう。以下同じ。）に関すること。 

 別表第３使用料の表保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 16 号）第７

条の２に規定する後発医薬品（以下「後発医薬品」という。）のある同条に規定する新医薬品等（昭

和 42 年９月 30 日以前の薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の規定による製造の承認（以下「旧承

認」という。）に係る医薬品であつて、当該医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能およ

び効果が同一性を有するものとして、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律第 14 条または第 19 条の２の規定による製造販売の承認（旧承認を含む。）がなされた

ものがあるものを含む。以下「先発医薬品」という。）であつて別に厚生労働大臣が定めるものの

処方等または調剤（別に厚生労働大臣が定める場合を除く。）の項の次に次のように加える。 
 

短 期 入 所 １日につき 障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

め の 法 律 第

29 条第３項

第１号に規定

する主務大臣

が定める基準

により算定し

た費用の額 

 別表第３使用料の表障害児通所支援の項中「障害児通所支援」の右に「（児童福祉法第６条の 

  「  

２の２第１項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。）」を加え、 １日につき 

                     」 
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「          

を 同 に、「第 21 条の５の３第２項」を「第 21 条の５の３第２項第１ 

             」          

号」に改め、別表第３注３中「障害児通所支援」を「短期入所および障害児通所支援」に改める。 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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1/4 

滋賀県病院事業の設置等に関する条例新旧対照表 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1) 疾病の予防に関す

ること。 

(2) 疾病の専門的医療

に関すること。 

(3) 疾病の専門的健康

相談および保健指導に

関すること。 

(4) 疾病の調査研究に

関すること。 

(5) 疾病の教育研修に

関すること。 

(6) 専門的リハビリテ

ーション医療に関する

こと。 

(7) 小児の保健に関す

ること。 

(8) 専門的な療育相談、

635床

名称 位置 業務内容 病床数 

滋賀県立総合病

院 

守山市守山

五丁目 

(1) 疾病の予防に関す

ること。 

(2) 疾病の専門的医療

に関すること。 

(3) 疾病の専門的健康

相談および保健指導に

関すること。 

(4) 疾病の調査研究に

関すること。 

(5) 疾病の教育研修に

関すること。 

(6) 専門的リハビリテ

ーション医療に関する

こと。 

(7) 小児の保健に関す

ること。 

(8) 専門的な療育相談、

635床
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2/4 

発達相談および小児の

保健指導に関するこ

と。 

(9) 小児の専門的医療

および機能訓練に関す

ること。 

(10) 小児の医療から成

人の医療に移行する間

の医療に関すること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

省略 
 

発達相談および小児の

保健指導に関するこ

と。 

(9) 小児の専門的医療

および機能訓練に関す

ること。 

(10) 小児の医療から成

人の医療に移行する間

の医療に関すること。 

(11) 短期入所（障害者

の日常生活及び社会生

活を総合的に支援する

ための法律（平成17年

法律第123号）第５条第

８項に規定する短期入

所をいう。以下同じ。）

に関すること。 

省略 
 

注 省略 注 省略 

別表第２ 省略 別表第２ 省略 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

使用料 使用料 
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3/4 

種別 区分 金額 

省略 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

（昭和32年厚生省令第16号）第７条の２

に規定する後発医薬品（以下「後発医薬

品」という。）のある同条に規定する新

医薬品等（昭和42年９月30日以前の薬事

法（昭和35年法律第145号）の規定によ

る製造の承認（以下「旧承認」という。）

に係る医薬品であつて、当該医薬品とそ

の有効成分、分量、用法、用量、効能お

よび効果が同一性を有するものとして、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第14条ま

たは第19条の２の規定による製造販売

の承認（旧承認を含む。）がなされたも

のがあるものを含む。以下「先発医薬品」

という。）であつて別に厚生労働大臣が

定めるものの処方等または調剤（別に厚

生労働大臣が定める場合を除く。） 

処方等または

調剤１回につ

き 

先発医薬品の薬

価から当該先発

医薬品の後発医

薬品の薬価を控

除して得た価格

に４分の１を乗

じて得た価格を

用いて診療報酬

の算定方法の例

により算定した

点数につき１点

を10円として算

出した額に当該

額に100分の10

を超えない範囲

内において病院

事業庁長が別に

定める率を乗じ

て得た額を加え

た額 

種別 区分 金額 

省略 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

（昭和32年厚生省令第16号）第７条の２

に規定する後発医薬品（以下「後発医薬

品」という。）のある同条に規定する新

医薬品等（昭和42年９月30日以前の薬事

法（昭和35年法律第145号）の規定によ

る製造の承認（以下「旧承認」という。）

に係る医薬品であつて、当該医薬品とそ

の有効成分、分量、用法、用量、効能お

よび効果が同一性を有するものとして、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第14条ま

たは第19条の２の規定による製造販売

の承認（旧承認を含む。）がなされたも

のがあるものを含む。以下「先発医薬品」

という。）であつて別に厚生労働大臣が

定めるものの処方等または調剤（別に厚

生労働大臣が定める場合を除く。） 

処方等または

調剤１回につ

き 

先発医薬品の薬

価から当該先発

医薬品の後発医

薬品の薬価を控

除して得た価格

に４分の１を乗

じて得た価格を

用いて診療報酬

の算定方法の例

により算定した

点数につき１点

を10円として算

出した額に当該

額に100分の10

を超えない範囲

内において病院

事業庁長が別に

定める率を乗じ

て得た額を加え

た額 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児通所支援 １日につき 児童福祉法第21

条の５の３第２

項に規定する内

閣総理大臣が定

める基準により

算定した費用の

額 
 

短期入所 １日につき 障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

第29条第３項第

１号に規定する

主務大臣が定め

る基準により算

定した費用の額 

障害児通所支援（児童福祉法第６条の２

の２第１項に規定する障害児通所支援

をいう。以下同じ。） 

同 児童福祉法第21

条の５の３第２

項第１号に規定

する内閣総理大

臣が定める基準

により算定した

費用の額 
 

手数料 省略 手数料 省略 

注１・２ 省略 注１・２ 省略 

３ 障害児通所支援について、使用料の表に定めるもののほか、特

別に要する費用については、病院事業庁長が別に定める額とする。 

３ 短期入所および障害児通所支援について、使用料の表に定める

もののほか、特別に要する費用については、病院事業庁長が別に

定める額とする。 

４～７ 省略 ４～７ 省略  
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